
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
を
定
め
る
件（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
三
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、

こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
が
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
建
設
業
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
種
目
に
係
る
登
録
基
幹

技
能
者
講
習
（
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
設
業
に
係

る
建
設
工
事
に
関
し
十
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す

る
こ
と
を
受
講
資
格
の
一
つ
と
し
、
か
つ
、
当
該
受

講
資
格
を
有
す
る
者
が
受
講
す
る
も
の
に
限
る
。）

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
が
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
建
設
業
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
種
目
に
係
る
登
録
基
幹

技
能
者
講
習
（
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
設
業
に
係

る
建
設
工
事
に
関
し
十
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す

る
こ
と
を
受
講
資
格
の
一
つ
と
し
、
か
つ
、
当
該
受

講
資
格
を
有
す
る
者
が
受
講
す
る
も
の
に
限
る
。）

（
略
）

（
略
）

と
び
・
土

工
工
事
業

一
〜
二
十

（
略
）

と
び
・
土

工
工
事
業

一
〜
二
十

（
略
）

二
十
一

登
録
道
路
等
法
面
保

護
基
幹
技
能
者

（
新
設
）

二
十
二

登
録
斜
面
防
災
基
幹

技
能
者

（
新
設
）

石
工
事
業

一

登
録
エ
ク
ス
テ
リ
ア
基
幹

技
能
者

石
工
事
業

登
録
エ
ク
ス
テ
リ
ア
基
幹
技
能

者

二

登
録
石
材
施
工
基
幹
技
能

者

（
略
）

（
略
）

さ
く
井
工

事
業

一

登
録
さ
く
井
基
幹
技
能
者

さ
く
井
工

事
業

登
録
さ
く
井
基
幹
技
能
者

二

登
録
斜
面
防
災
基
幹
技
能

者

（
略
）

（
略
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
四
十
九
号

建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
第
七
条
の
三
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通

大
臣
が
認
め
る
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌




